
  

◆事故、災害に関する報告連絡体制◆ 

交通事故 
災害等の発生 

所轄警察署 
消防署 

所属支店長 

労働基準監督署 
（労働安全衛生規則に定める報告） 

社 長 

安全統括管理者 

担当取締役 

各支店 

国土交通大臣 

自動車事故報告規則に定める事故・災害の報告 

夜 間 

本社安全品証環境部 

本社輸送部 
（２４時間体制） 


